
議案第５７号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。 

  平成２３年２月１日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
 
 
   路  線  名 
 

 
延  長 

   ｍ 

 
幅 員 

  ｍ 
起   点 終   点 重要な経過地

Ｉ第４１９号線 
 

69 
 

 
67 
 

 
4 
 

 
00 
 

さいたま市南区太田
窪二丁目７６０番１
地先 

さいたま市南区太田
窪二丁目７６３番２
地先 

 

Ｋ第４８５号線 
 

46 
 

 
67 
 

 
4 
 

 
00 
 

さいたま市緑区原山
四丁目７６番１３地
先 

さいたま市緑区原山
四丁目７６番６地先

 

Ｌ第１２６４号線 
 

118 
 

 
50 
 

 
4 
 

 
00 
 

さいたま市緑区大字
三室字大古里８１５
番１０地先 

さいたま市緑区大字
三室字大古里８１５
番１４地先 

 

Ｌ第１２６５号線 
 

94 
 

 
95 
 

4 
～ 
4 

00 
 
30 

さいたま市緑区大字
三室字大古里８３２
番１０地先 

さいたま市緑区大字
三室字大古里８３２
番４４地先 

 

第 ７ ６ ８ 号 線 
 

218 
 

 
50 
 

 
6 
 

 
00 
 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目２街区１－
Ａ画地先 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目８街区６－
１Ａ画地先 

 

第 ７ ６ ９ 号 線 
 

43 
 

 
53 
 

 
6 
 

 
00 
 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目８街区６－
１Ａ画地先 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目８街区６－
１Ａ画地先 

 

第 ７ ７ ０ 号 線 
 

31 
 

 
34 
 

 
6 
 

 
00 
 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目２街区１１
画地先 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目２街区９－
Ａ画地先 

 

第 ７ ７ １ 号 線 
 

61 
 

 
65 
 

 
6 
 

 
00 
 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目１街区５画
地先 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目１街区３画
地先 

 

第 ７ ７ ２ 号 線 
 

140 
 

 
72 
 

 
9 
 

 
00 
 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目３街区１０
画地先 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目５街区５画
地先 

 

第 ７ ７ ３ 号 線 
 

82 
 

 
43 
 

 
9 
 

 
00 
 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目１０街区１
画地先 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目１０街区１
１画地先 

 

第 ７ ７ ４ 号 線 
 

57 
 

 
28 
 

 
9 
 

 
00 
 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目９街区６－
Ａ画地先 

さいたま市中央区鈴
谷二丁目９街区５－
Ａ画地先 

 

 


